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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２４年９月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（電源喪失） 

発生日時 平成２４年２月６日 ２２時２０分ごろ 

発生場所 鹿児島県長島町長崎鼻南西方沖 

長崎鼻灯台から真方位２１６°２.９海里付近 

（概位 北緯３２°０５.２′ 東経１３０°０４.８′） 

インシデント調査の経過 平成２４年２月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 TENYU
テ ン ユ ウ

 MARU
マ ル

、８８.５２トン（モンゴル国籍） 

４００４１２８１、SAN CHUAN MARINE S.DE.R.L.（ウルグアイ

東方共和国） 

２１.６３ｍ（Lr）×６.５０ｍ×２.７４ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５５２kＷ、１９８１年５月 

Ｂ 台船 TENYU
テ ン ユ ウ

２１、１,１９０トン（モンゴル国籍） 

   ４００３１２８６、SAN CHUAN MARINE S.DE.R.L.（ウルグアイ

   東方共和国） 

   ４７.００ｍ×１１.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

機関なし、１９６６年建造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

締約国資格受有者承認証 船長（モンゴル国発給） 

交付年月日 ２０１２年１月３０日 

（２０１２年４月２９日まで有効） 

機関長 男性 ７７歳 

締約国資格受有者承認証 機関長（モンゴル国発給） 

交付年月日  ２０１２年１月３０日 

（２０１２年４月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ 船首船底に亀裂 

 インシデントの経過  Ａ船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、空船のＢ船を押航し

て押船列（以下「本件押船列」という。）を構成し、売船された本件

押船列を熊本県八代市八代港から中華人民共和国海門港まで回航する
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ことになった。 

Ａ船は、機関室の発電機が故障した状態で長年修理されず、船尾甲

板に設置していた出力４５KVA の‘代替の可搬式ディーゼル発電機’

（以下「代替発電機」という。）を使用し、同発電機のすぐ上の甲板

に別置きの代替発電機用燃料タンク（Ａ重油、容量約４００ℓ）（以下

「別置きタンク」という。）を設置していた。 

船長は、代理店から入手していた天気図及び波浪図により、注意報

等が出ていなかったものの、７日夜には天候が悪化すると予想し、早

目に長島海峡を通過して長崎県五島市福江島付近に避航するつもりで

平成２４年２月６日１０時３０分ごろ八代港を出港した。 

本件押船列は、２１時００分ごろ長島海峡に入り、２２時００分ご

ろ同海峡を通過し終えた頃から、船体動揺及び風雨が激しくなり、Ａ

船は、蛍光灯が暗くなったり、明るくなったりするようになっていた

が、長崎鼻南西方沖を南進中、２２時２０分ごろ代替発電機が停止し

て電源を喪失した。 

本件押船列は、本インシデント発生時、Ａ船には、船長、機関長及

び二等航海士の３人と、Ｂ船で休憩していたものの、揺れがひどくな

った時点で移乗してきた一等航海士がいたので、Ｂ船には一等機関士

だけが残っていた。 

Ａ船は、代替発電機の再始動ができなかったので、船長がＢ船で使

用中の出力約９０KVA の発電機（以下「Ｂ船発電機」という。）でＡ船

の電源を復旧しようとし、一等機関士にＢ船発電機の給電線をＡ船に

引き渡すように指示したものの、船体動揺及び風雨が激しく、Ａ船に

給電線を引き渡すことも一等機関士が移乗することもできず、電源を

復旧できなくなった。 

船長は、本件押船列の状態では、Ａ船がＢ船と共に圧流されて付近

の海岸に乗り揚げる虞を感じ、本件押船列を構成していたＡ船船首と

Ｂ船船尾との連結ロープ４本を切断する旨を一等機関士に連絡した

上、２２時５０分ごろＢ船に同機関士を残してロープを切断し、２３

時００分ごろ海上保安庁及び代理店にＡ船の救援及びＢ船の漂流等を

連絡した。 

Ａ船は、来援した巡視艇及びタグボートによりえい
．．

航され、７日１

７時４５分八代港に帰港した。 

一等機関士は、Ｂ船が南南西風に圧流されて長島町長島西方の浅所

に乗り揚げたのち、巡視船により救助された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：うねり 約２.５ｍ 

長島町には、２月６日１６時０６分ごろ大雨、雷、強風及び波浪注

意報が発表され、翌７日０４時５２分ごろ、大雨及び雷注意報は解除

されたが、強風及び波浪注意報が継続していた。 
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 その他の事項 船長は、本件押船列の回航業務を請け負ったとき、回航要員チーム

としていつものメンバーを招集し、１月３１日に日本の海技免状とパ

スポートを持参させた上、一緒に八代港で本件押船列に乗り組んだ。

船長以下乗組員は、Ａ船には寝泊まりする設備がなく、Ｂ船のハウ

スで寝食を共にしながら、２月１日に前乗組員から引継ぎを受けたの

ち、Ａ船の主機及び操舵機等の試運転を実施し、異常がないことを確

認した。 

本件押船列は、２日に八代港においてポートステートコントロール

を受け、臨時航行を承認されていた。 

機関長は、八代港出港直前にＡ船の燃料タンクから燃料を移送して

別置きタンクを満タンにしていた。 

代替発電機は、別置きタンク底部まで先端を差し入れ、同タンク上

面中央の開口部から引き出したゴムホース（以下「ホース」とい

う。）で同タンクと接続され、ホース内が燃料で満たされている限

り、サイフォンの原理により燃料が流れ続けるが、ホース内に空気が

入ると燃料の流れが途絶えて停止するため、再始動するには、空気を

吸い出すなどして再度ホース内を燃料で満たす必要があった。 

ホースは、材質の経年劣化により亀裂箇所を生じていたが、本イン

シデント後、機関長が、同亀裂箇所を切り取り、ホース内の空気を抜

き、代替発電機に接続し直した上、同発電機が異常なく運転できるこ

とを確認した。 

本件押船列は、本インシデント後、解体されることとなった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本件押船列は、長崎鼻南西方沖を南進中、代替発電機が停止して電

源を喪失した際、電源を復旧できなかったことから、運航不能になっ

たものと考えられる。 

 代替発電機は、船体動揺により、ホースに生じていた亀裂箇所から

空気を吸い込み、ホース内の燃料が空気に置換されたことから、燃料

の流れが途絶えて停止したものと考えられる。 

 本件押船列は、長島海峡を通過したのち、船体が動揺するようにな

り、ガバナによる代替発電機の回転数制御が安定しなくなったことか

ら、蛍光灯が明るくなったり暗くなったりした可能性があると考えら

れる。 

 船長は、Ｂ船発電機によるＡ船の電源復旧ができなくなった際、船

体動揺及び風雨が激しくＡ船がＢ船と共に長島西方に乗り揚げる虞が

あったことから、Ａ船とＢ船の連結ロープを切断することにしたもの

と考えられる。 
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原因  本インシデントは、夜間、本件押船列が、長崎鼻南西方沖を南進

中、代替発電機が停止して電源を喪失した際、電源を復旧できなかっ

たため、発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・荒天が予想されるときは、テレビやラジオ等で最新の情報を入手

し、適切に対処すること。 

 ・船内電源は、２系統の電源を準備しておくことが望ましい。 

 




